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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
医
師
の
届
出
）

（
医
師
の
届
出
）

第
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

第
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ

三

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和

ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和

国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と

国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と

が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十

じ
。
）
の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て
入
院
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

三
条
の
五
、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

合

同
じ
。
）
の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て
入
院
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合

附

則

附

則

（
医
師
の
届
出
の
特
例
）

第
二
条
の
二

都
道
府
県
知
事
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延

（
新
設
）

に
よ
り
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
に
関
す
る
事
務
を
医

師
及
び
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
設
置
市
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
と
し
、

医
師
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
設
置
市
等
の

長
に
当
該
届
出
を
行
う
場
合
に
経
由
す
る
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
含
む
。
）

が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
当
該
感
染
症
の
患
者
が
良
質
か
つ
適
切
な

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
、
当
該
感
染
症
の
患
者
を
診
断
し
た
医

師
の
報
告
に
基
づ
き
、
日
ご
と
の
当
該
患
者
の
総
数
及
び
日
ご
と
の
当
該
患

者
の
年
齢
別
の
総
数
を
毎
日
公
表
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は

、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
（
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
保
健
所
設
置
市
等
を
有
す
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る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
保
健
所
設
置
市
等
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
都
道
府
県
の
名
称
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
名
称
を
告
示
し
た
都
道
府
県

の
区
域
内
に
お
い
て
医
師
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
を
診
断

し
た
場
合
（
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
保
健
所

設
置
市
等
の
委
託
を
受
け
た
医
師
が
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
で
診
断
し
た

場
合
を
含
み
、
他
の
都
道
府
県
又
は
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
保
健

所
設
置
市
等
の
委
託
を
受
け
た
医
師
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
で
診
断
し

た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

診
断
し
た
患
者
及
び
当
該
感
染
症
に
つ
い
て
法
第
十
二
条
第
一
項
に
よ

る
届
出
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合

二

診
断
し
た
結
核
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者
に
つ
い
て
結
核
医
療
を
必
要

と
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

三

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て

入
院
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

四

診
断
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
（
六
十
五
歳
未
満
の

者
に
限
り
、
妊
婦
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
入
院
又
は
当
該
感
染
症
が
重
症

化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
治
療
に
使
用
さ
れ
る
薬
剤
（
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
酸
素
の
投
与
を
要
し
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合

（
医
師
の
届
出
事
項
の
特
例
）

（
医
師
の
届
出
等
の
特
例
）

第
二
条
の
三

（
略
）

第
二
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
八
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
八
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
一
項
第
六
号
中
「
初
診
年
月
日
」

「
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
一
項
第
六
号
中
「
初
診
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
検
体
採
取
年
月
日
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
検
体
採
取
年
月
日
」
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と
、
「
同
項
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
五
号
」
と
、
第
四
条
の
二
第

と
、
「
同
項
第
九
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
五
号
」
と
、
第
四
条
の
二
第

一
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
三
第

一
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
二
第

一
項
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四

一
項
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
及
び
第

号
及
び
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


